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久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の  

一部を改正する規則（案）  

久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成

１４年久喜宮代衛生組合規則第４号）の一部を次のように改正する。  

第１２条第２項中「任命権者は、」の次に「条例」を加え、同条第３項

中「請求であった場合で、」の次に「条例」を加える。  

第１３条第２項第２号中「、条例第９条第２項の規定による請求にあ

っては３歳に、同条第３項の規定による請求にあっては」を削る。  

第１４条の３第２項第１号中「（次号に掲げる時間を除く。）」の次に

「又は給与条例第１５条第３項に規定する１週間の正規の勤務時間を

超えてした勤務に係る時間」を加える。  

第２２条の２の次に次の２条を加える。  

（子の看護等休暇）  

第２２条の３ 条例第１５条第２項第１０号イの衛生組合規則で定め

る世話は、養育する対象児童（同号に規定する対象児童をいう。第３

５条第２項第４号において同じ。）に予防接種又は健康診断を受けさ

せることとする。  

２ 条例第１５条第２項第１０号ウの衛生組合規則で定める事由は、次  

に掲げる事由とする。  

(1) 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１９条の規定によ 

る出席停止 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定 

する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供 

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規 

定する認定こども園、児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的 

保育事業等その他の施設又は事業における学校保健安全法第２０ 
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条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号の出席停止に準 

ずる事由 

３ 条例第１５条第２項第１０号エの衛生組合規則で定めるものは、入  

園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。  

（短期介護休暇） 

第２２条の４ 条例第１５条第２項第１１号の衛生組合規則で定める

世話は、次に掲げる世話とする。 

(1) 介護 

(2) 通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続 

の代行その他の世話 

第２３条第３号中「（昭和２２年法律第１６４号）」を削る。 

第３５条を次のように改める。 

（会計年度任用職員の特別休暇） 

第３５条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に 

定める期間、有給の特別休暇を受けることができる。 

(1) 会計年度任用職員(６箇月以上の任期が定められている者又は６ 

箇月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定め 

られている者で１年間の勤務日が４７日以下であるものを除く。) 

に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しな 

いことがやむを得ないと認められる場合(次項第１号に掲げる場合 

を除く。) 一の年度において、１週間の勤務日が定められている職 

員にあっては１週間の勤務日の日数の区分に応じ、１週間の勤務日 

が定められていない職員にあっては１年間の勤務日の日数の区分 

に応じ、それぞれ別表第４に掲げる日数の範囲内の期間 

(2) 会計年度任用職員(１週間の勤務日が３日以上とされている者又 

は週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤 
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務日が１２１日以上であるものに限る。第７号及び第８号並びに次 

項第４号及び第５号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のた 

め勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度４月 

１日から翌年の３月３１日までをいう。以下同じ。)において５日 

(第２２条の２で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、 

１０日)の範囲内の期間 

(3) 条例第１５条第２項第２号に掲げる場合 出産予定日６週間(多 

胎妊娠の場合にあっては、１４週間)前から産後８週間を経過する 

までの期間 

(4) 条例第１５条第２項第３号に掲げる場合 妊娠６箇月(１箇月は 

２８日として計算する。以下この号において同じ。)までは４週間に 

１回、妊娠７箇月から９箇月までは２週間に１回、妊娠１０箇月か 

ら出産までは１週間に１回、産後１年後まではその間に１回(医師 

等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その 

指示された回数)とし、１回につき１日の範囲内でその都度必要と 

認める時間 

(5) 条例第１５条第２項第４号に掲げる場合 ５日(週休日及び条例 

第１０条に規定する祝日法による休日を除く。)の範囲内において 

必要と認める期間 

(6) 条例第１５条第２項第５号に掲げる場合 正規の勤務時間の始 

め又は終わりにおいて、１日を通じて１時間を越えない範囲内でそ 

れぞれ必要と認める時間 

(7) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の 

事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しない 

ことが相当であると認められる場合 ３日の範囲内においてその 

都度必要と認める期間 
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(8) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日 

の６週間(多胎妊娠の場合にあっては、１４週間)前の日から当該出 

産の日以後１年を経過する日までの期間にある場合において、当該 

出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含 

む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが 

相当であると認められるとき 当該期間内における５日の範囲内 

の期間 

(9) 条例第１５条第２項第１３号に掲げる場合 条例別表に定める 

期間 

(10)条例第１５条第２項第１５号に掲げる場合 その都度必要と認 

める期間 

(11)条例第１５条第２項第１６号に掲げる場合 その都度必要と認 

める期間 

(12)条例第１５条第２項第１７号に掲げる場合 １週間の範囲内に 

おいてその都度必要と認める期間 

(13)条例第１５条第２項第１８号に掲げる場合 その都度必要と認 

める期間 

(14)条例第１５条第２項第２１号に掲げる場合 その都度必要と認 

める期間 

(15)条例第１５条第２項第２２号に掲げる場合 その都度必要と認 

める期間 

(16)１月２日からその年の６月３０日までの間に任用され、任用の日 

から６箇月間継続勤務することが予定されている会計年度任用職 

員(その予定されている全勤務日の 8 割以上の出勤が見込まれない 

者を除く。)のうち、当該任用の日からの継続勤務が６箇月を超える 

こととなる日(以下この号において「特定日」という。)において、 
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１週間の勤務日が３日以上とされると見込まれるもの又は週以外 

の期間によって勤務日が定められているもの(１年間の勤務日が１ 

２１日以上とされると見込まれる者に限る。)が、当該任用の日から 

その年の６月３０日までの間(当該任用の日が４月２日以後である 

会計年度任用職員にあっては、当該任用の日から３箇月間)継続勤 

務し全勤務日の８割以上出勤した場合 当該任用の日の属する年 

の７月１日(当該任用の日が４月２日以後である会計年度任用職員 

にあっては、当該任用の日からの継続勤務が３箇月を超えることと 

なる日)から同年９月３０日(当該任用の日が３月３０日以前であ 

る会計年度任用職員にあっては、特定日の前日)までの期間におい 

て、特定日において１週間の勤務日が３日以上とされると見込まれ 

る会計年度任用職員にあってはその見込まれる１週間の勤務日の 

日数の区分に応じ、特定日において週以外の期間によって勤務日が 

定められると見込まれる会計年度任用職員にあってはその見込ま 

れる１年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第５の日数 

欄に掲げる日数 

２ 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める 

期間、無給の特別休暇を受けることができる。 

(1) 条例第１４条第２項第１号に掲げる場合 その療養に必要な期 

 間 

(2) 条例第１５条第２項第６号に掲げる場合 ７日の範囲内におい 

てその都度必要と認める期間 

(3) 条例第１５条第２項第７号に掲げる場合 １日２回それぞれ３ 

０分間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年 

度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使 

用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含 
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む。)を承認され、又は労働基準法第６７条の規定により同日におけ 

る育児時間を請求した場合は、１日２回それぞれ３０分から当該承 

認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を越えない期 

間) 

(4) 対象児童を養育する会計年度任用職員が、次に掲げる場合におい 

て、勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度にお 

いて５日(その養育する対象児童が２人以上の場合にあっては、１ 

０日)の範囲内の期間 

ア 対象児童の看護(負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行う 

ことをいう。)を行う場合 

イ 対象児童の疾病の予防を図るために必要なものとして第２２ 

条の３第１項に規定する世話を行う場合 

ウ 学校保健安全法第２０条の規定による学校の休業その他これ 

に準ずるものとして第２２条の３第２項に規定する事由により 

対象児童の世話を行う場合 

エ 対象児童の教育又は保育に係る行事のうち第２２条の３第３ 

項に規定するものに参加する場合 

(5) 要介護者(条例第１６条第 1 項に規定する要介護者をいう。以下 

同じ。)の介護その他の第２２条の４に規定する世話を行う会計年 

度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると 

認められる場合 一の年度において５日(要介護者が２人以上の場 

合にあっては、１０日)の範囲内の期間 

(6) 条例第１５条第２項第１９号に掲げる場合 その都度必要と認 

める場合 

３ 第１項第２号、第７号及び第８号並びに前項第４号及び第５号の休 

暇(以下この条において特定休暇という。)の単位は、１日又は１時間 



9 

 

とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合に 

おいて、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当該残日数の 

全てを使用することができる。 

４ １日を単位とする特定休暇は、１回の勤務に割り振られた勤務時間 

の全てを勤務しないときに使用するものとする。 

５ 前条第４項の規定は、１時間を単位として使用した特定休暇を日に 

換算する場合について準用する。 

第３８条中「第３５条第１項第２号」を「第３５条第１項第３号」に

改める。 

別表第５を削り、別表第４を別表第５とし、別表３の次に次の一表を

加える。 

別表第４（第２３条関係） 

１週間の勤務

日の日数 

５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務

日の日数 

217 日以上 169 日から

216 日まで 

121 日から

168 日まで 

73 日から

120 日まで 

48 日から

72 日まで 

日数 １０日 ７日 ５日 ３日 １日 

備考 この表「５日以上」には、１週間の勤務日が４日以下で１週間の 

勤務時間が２９時間以上を含むものとする。 

   附 則  

（施行期日）  

 この規則は、公布から施行する。  
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久
喜
宮
代
衛
生
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
平
成

14
年
久
喜
宮
代
衛
生
組
合
規
則
第
4号

）
の
一
部
改
正
に
伴
う
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）

 
現
行
条
例
（
旧
）

 

第
１
２
条
 
［
略
］
 

２
 
条
例
第
９
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
条
例
第
９
条
第
２
項
又
は
第
３
項
に
規
定
す

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
速
や

か
に
当
該
請
求
を
し
た
職
員
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
任
命
権
者
は
、
条
例
第
９
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

が
、
当
該
請
求
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
週
間
を
経
過
す
る
日

(以
下
「
１
週
間
経
過
日
」
と
い
う
。
)前

の
日
を
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日

と
す
る
請
求
で
あ
っ
た
場
合
で
、
条
例
第
９
条
第
２
項
又
は
第
３
項
に
規
定

す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
時
間
外

勤
務
制
限
開
始
日
か
ら

1
週
間
経
過
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
時

間
外
勤
務
制
限
開
始
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
・
５
 
［
略
］
 

第
１
３
条
 
［
略
］
 

２
 
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
条
例
第
９
条
第
３
項
又
は
第

３
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
か
ら
当
該
事
由
が
生
じ

た
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
請
求
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

(1
) 
［
略
］
 

(2
) 
当
該
請
求
に
係
る
子
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小
学
 

第
１
２
条
 
［
略
］
 

２
 
条
例
第
９
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
 
 
第
９
条
第
２
項
又
は
第
３
項
に
規
定
す

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
速
や

か
に
当
該
請
求
を
し
た
職
員
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
任
命
権
者
は
、
条
例
第
９
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

が
、
当
該
請
求
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
週
間
を
経
過
す
る
日

(
以
下
「
１
週
間
経
過
日
」
と
い
う
。
)前

の
日
を
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日

と
す
る
請
求
で
あ
っ
た
場
合
で
、
 
 
第
９
条
第
２
項
又
は
第
３
項
に
規
定

す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
時
間
外

勤
務
制
限
開
始
日
か
ら

1
週
間
経
過
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
時

間
外
勤
務
制
限
開
始
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
・
５

 
［
略
］
 

第
１
３
条
 
［
略
］
 

２
 
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
条
例
第
９
条
第
３
項
又
は
第

３
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
か
ら
当
該
事
由
が
生
じ

た
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
請
求
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

(1
)
 ［

略
］
 

(2
)
 当

該
請
求
に
係
る
子
が
、
条
例
第
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に

あ
っ
て
は
３
歳
に
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
小
学
 

 



11
 

 

 

校
就
学
の
始
期
に
達
し
た
場
合

 

３
・
４
 
［
略
］
 

(時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定

) 

第
１
４
条
の
３
 
［
略
］
 

２
 
任
命
権
者
は
、
条
例
第
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
時
間
外
勤
務

代
休
時
間
(同

項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。

)を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日

等
(休

日
及
び
代
休
日

(条
例
第
１
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
)を

除
く
。
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
)に

割
り
振
ら
れ
た

勤
務
時
間
の
う
ち
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
時

間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
６
０
時
間
超
過
月
に
お
け
る
給
与
条
例
第

１
５
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
時
間

(以
下
こ
の
項
及
び
第
６
項

に
お
い
て
「
６
０
時
間
超
過
時
間
」
と
い
う
。

)の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
の
時
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す

る
。
 

(1
) 
給
与
条
例
第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間

(次

号
に
掲
げ
る
時
間
を
除
く
。
)又

は
給
与
条
例
第
１
５
条
第
３
項
に
規
定

す
る
１
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
に
係
る
時
間
 

当
該
時
間
に
該
当
す
る
６
０
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
１
０
０
分
の

２
５
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
 

(2
)・

(3
) 

［
略
］
 

３
～
７
 
［
略
］
 

（
子
の
看
護
等
休
暇
）
 

第
２
２
条
の
３
 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
０
号
イ
の
衛
生
組
合
規
則
で
 

校
就
学
の
始
期
に
達
し
た
場
合

 

３
・
４

 
［
略
］
 

(
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定

) 

第
１
４
条
の
３

 
［
略
］
 

２
 
任
命
権
者
は
、
条
例
第
８
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
時
間
外
勤
務

代
休
時
間

(同
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。

)を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日

等
(
休
日
及
び
代
休
日

(条
例
第
１
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
)を

除
く
。
第
４
項
に
お
い
て
同
じ
。
)に

割
り
振
ら
れ
た

勤
務
時
間
の
う
ち
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
時

間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
６
０
時
間
超
過
月
に
お
け
る
給
与
条
例
第

１
５
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
時
間

(以
下
こ
の
項
及
び
第
６
項

に
お
い
て
「
６
０
時
間
超
過
時
間
」
と
い
う
。

)の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
の
時
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す

る
。
 

(1
)
 給

与
条
例
第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間

(
次

号
に
掲
げ
る
時
間
を
除
く
。
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

当
該
時
間
に
該
当
す
る
６
０
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
１
０
０
分
の

２
５
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
 

(2
)
・

(3
) 

［
略
］
 

３
～
７

 
［
略
］
 

（
新
設
）
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定
め
る
世
話
は
、
養
育
す
る
対
象
児
童
（
同
号
に
規
定
す
る
対
象
児
童
を
い

う
。
第
３
５
条
第
２
項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
予
防
接
種
又
は
健
康

診
断
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。
 

２
 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
０
号
ウ
の
衛
生
組
合
規
則
で
定
め
る
事
由

は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。
 

(1
) 
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
５
６
号
）
第
１
９
条
の
規
定
 

に
よ
る
出
席
停
止
 

(2
) 
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
）
第
３
９
条
第
１
項
に
 

規
定
す
る
保
育
所
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合

 

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
８
年
法
律
第
７
７
号
）
第
２

 

条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
、
児
童
福
祉
法
第
２
４
条
第
２
項
 

に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
そ
の
他
の
施
設
又
は
事
業
に
お
け
る
 

学
校
保
健
安
全
法
第
２
０
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
に
準
ず
る
事
 

由
又
は
前
号
の
出
席
停
止
に
準
ず
る
事
由
 

３
 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
０
号
エ
の
衛
生
組
合
規
則
で
定
め
る
も
の
 

は
、
入
園
、
卒
園
又
は
入
学
の
式
典
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
式
典
と
す
る
。
 

（
短
期
介
護
休
暇
）
 

第
２
２
条
の
４

 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
１
号
の
衛
生
組
合
規
則
で
定

め
る
世
話
は
、
次
に
掲
げ
る
世
話
と
す
る
。
 

(1
) 
介
護
 

(2
) 
通
院
等
の
付
添
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
 

手
続
の
代
行
そ
の
他
の
世
話
 

  

                （
新
設
）
 

 



13
 

 

 

(ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇

) 

第
２
３
条
 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
２
０
号
イ
の
衛
生
組
合
規
則
で
定
め

る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。
 

(1
)・

(2
) 

［
略
］
 

(3
) 
児
童
福
祉
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
７
条
第
１
項
に
規

定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
児
童
心
理
治

療
施
設
並
び
に
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
以
外
の
同
法
第
６
条
の
２
の

２
第
２
項
及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
施
設
 

(4
)～

(9
) 

［
略
］
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
特
別
休
暇
）
 

第
３
５
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
当
該
各

号
に
定
め
る
期
間
、
有
給
の
特
別
休
暇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
会
計
年
度
任
用
職
員

(６
箇
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
又

は
６
箇
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
者

(週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務

日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
４
７
日
以
下
で
あ
る

も
の
を
除
く
。
)に

限
る
。
)が

負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が

あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

(次
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
) 

一
の
年
度
に
お
い
て
、
１
週

間
の
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
１
週
間
の
勤
務
日

の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
職
員

に
あ
っ
て
は
１
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表

第
４
に
掲
げ
る
日
数
の
範
囲
内
の
期
間
 

(2
) 
会
計
年
度
任
用
職
員

(１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る

者
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
で
１
 

年
間
の
勤
務
日
が
１
２
１
日
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
７
号
及
び
第
 

(
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇

) 

第
２
３
条
 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
２
０
号
イ
の
衛
生
組
合
規
則
で
定
め

る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。
 

(1
)
・

(2
) 

［
略
］
 

(3
)
 児

童
福
祉
法

(昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号

)第
７
条
第
１
項
に
規

定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
児
童
心
理
治

療
施
設
並
び
に
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
以
外
の
同
法
第
６
条
の
２
の

２
第
２
項
及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
施
設
 

(4
)
～

(9
) 

［
略
］
 

(
会
計
年
度
任
用
職
員
の
特
別
休
暇

) 

第
３
５
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
当
該
各

号
に
定
め
る
期
間
、
有
給
の
特
別
休
暇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
会
計
年
度
任
用
職
員

(６
箇
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
又

は
６
箇
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
者

(１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上

と
さ
れ
て
い
る
者
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ

て
い
る
者
で
１
年
の
勤
務
日
が
１
２
１
日
以
上
で
あ
る
者
)
に
限
る
。
第

３
号
及
び
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。

)
が
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た

め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 
一
の
年
に

お
い
て
５
日

(第
２
２
条
の
２
で
定
め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
０
日
)
の
範
囲
内
の
期
間
 

(2
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
場
合

 
出
産
予
定
日
６
週

間
(多

胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
４
週
間

)前
か
ら
産
後
８
週
間
を

経
過
す
る
ま
で
の
期
間
 

(3
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
４
号
に
掲
げ
る
場
合

 
５
日

(
週
休
日
及
び

条
例
第
１
０
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
を
除
く
。

)
の
範
囲
内
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８
号
並
び
に
次
項
第
４
号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
)が

不
妊
治
療

に
係
る
通
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
 
一
の
年
度
４
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
)に

お
い
て
５
日

(第
２
２
条
の
２
で
定
め
る
不
妊
治
療
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
０
日

)の
範
囲
内
の
期
間
 

(3
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
場
合

 
出
産
予
定
日
６
週

間
(多

胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
４
週
間

)前
か
ら
産
後
８
週
間
を

経
過
す
る
ま
で
の
期
間
 

(4
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合

 
妊
娠
６
箇
月

(１
箇

月
は
２
８
日
と
し
て
計
算
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

)ま
で

は
４
週
間
に
１
回
、
妊
娠
７
箇
月
か
ら
９
箇
月
ま
で
は
２
週
間
に
１
回
、

妊
娠
１
０
箇
月
か
ら
出
産
ま
で
は
１
週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
後
ま
で
は

そ
の
間
に
１
回

(医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ

の
期
間
に
お
い
て
も
、
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数

)と
し
、
１
回
に
つ
き
１

日
の
範
囲
内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
時
間
 

(5
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
４
号
に
掲
げ
る
場
合

 
５
日
(週

休
日
及
び

条
例
第
１
０
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
を
除
く
。
)
の
範
囲
内

に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
期
間

 

(6
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
５
号
に
掲
げ
る
場
合

 
正
規
の
勤
務
時
間

の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
１
日
を
通
じ
て
１
時
間
を
越
え
な
い
範

囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
る
時
間
 

(7
) 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
妻

(届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

)の
出
産
に
伴
い

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 
３
日
の
範
囲

内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間
 

に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
期
間

 

(4
) 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
妻

(
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
次
号
に
つ
い
て
同
じ
。

)の
出
産
に
伴
い

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 
３
日
の
範
囲

内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間
 

(5
) 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
妻
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
の
出
産
予

定
日
の
６
週
間

(
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
４
週
間

)前
の
日
か

ら
当
該
出
産
の
日
後

8
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の
子

(妻
の
子
を
含
む
。
)を

養
育
す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 
当
該

期
間
内
に
お
け
る
５
日
の
範
囲
内
の
期
間
 

(6
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
３
号
に
掲
げ
る
場
合
 
条
例
別
表
に
定

め
る
期
間
 

(7
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
５
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
期
間
 

(8
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
６
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
期
間
 

(9
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
７
号
に
掲
げ
る
場
合
 
１
週
間
の
範
囲

内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間
 

(1
0)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
８
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
期
間
 

(1
1)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
２
１
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
期
間
 

(1
2)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
２
２
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要
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(8
) 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
妻
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
の
出
産
予

定
日
の
６
週
間

(多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
４
週
間

)前
の
日
か

ら
当
該
出
産
の
日
以
後
１
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の
子

(妻
の
子
を
含
む
。
)を

養
育
す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 
当
該

期
間
内
に
お
け
る
５
日
の
範
囲
内
の
期
間
 

(9
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
３
号
に
掲
げ
る
場
合
 
条
例
別
表
に
定

め
る
期
間
 

(1
0)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
５
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
期
間
 

(1
1)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
６
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
期
間
 

(1
2)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
７
号
に
掲
げ
る
場
合
 
１
週
間
の
範
囲

内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間
 

(1
3)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
８
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
期
間
 

(1
4)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
２
１
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
期
間
 

(1
5)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
２
２
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
期
間
 

(1
6)
１
月
２
日
か
ら
そ
の
年
の
６
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
任
用
さ
れ
、
任
用

の
日
か
ら
６
箇
月
間
継
続
勤
務
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
会
計
年

度
任
用
職
員

(そ
の
予
定
さ
れ
て
い
る
全
勤
務
日
の

8
割
以
上
の
出
勤
が

見
込
ま
れ
な
い
者
を
除
く
。
)の

う
ち
、
当
該
任
用
の
日
か
ら
の
継
続
勤
 

と
認
め
る
期
間
 

(1
3)
１
月
２
日
か
ら
そ
の
年
の
６
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
任
用
さ
れ
、
任
用

の
日
か
ら
６
箇
月
間
継
続
勤
務
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
会
計
年

度
任
用
職
員

(そ
の
予
定
さ
れ
て
い
る
全
勤
務
日
の
８
割
以
上
の
出
勤
が

見
込
ま
れ
な
い
者
を
除
く
。
)
の
う
ち
、
当
該
任
用
の
日
か
ら
の
継
続
勤

務
が
６
箇
月
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
日

(以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定

日
」
と
い
う
。

)
に
お
い
て
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
る

と
見
込
ま
れ
る
者
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ

て
い
る
者
(１

年
間
の
勤
務
日
が
１
２
１
日
以
上
と
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ

る
者
に
限
る
。

)
が
、
当
該
任
用
の
日
か
ら
そ
の
年
の
６
月
３
０
日
ま
で

の
間

(当
該
任
用
の
日
が
４
月
２
日
以
後
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に

あ
っ
て
は
、
当
該
任
用
の
日
か
ら
３
箇
月
間

)
継
続
勤
務
し
全
勤
務
日
の

８
割
以
上
出
勤
し
た
場
合
 
当
該
任
用
の
日
の
属
す
る
年
の
７
月
１
日

(
当
該
任
用
の
日
が
４
月
２
日
以
後
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ

て
は
、
当
該
任
用
の
日
か
ら
の
継
続
勤
務
が
３
箇
月
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
日

)か
ら
同
年
９
月
３
０
日

(当
該
任
用
の
日
が
３
月
３
０
日
以
前
で

あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
特
定
日
の
前
日
)
ま
で
の
期
間

に
お
い
て
、
特
定
日
に
お
い
て
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
る

と
見
込
ま
れ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
見
込
ま
れ
る
１

週
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
特
定
日
に
お
い
て
週
以
外
の
期

間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
会
計
年
度
任
用
職

員
に
あ
っ
て
は
そ
の
見
込
ま
れ
る
１
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
４
の
日
数
欄
に
掲
げ
る
日
数
 

２
 
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
当
該
各
号
に
定

め
る
期
間
、
無
給
の
特
別
休
暇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 



16
 

 

 

務
が
６
箇
月
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
日

(以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定

日
」
と
い
う
。

)に
お
い
て
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
る

と
見
込
ま
れ
る
も
の
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら

れ
て
い
る
も
の

(１
年
間
の
勤
務
日
が
１
２
１
日
以
上
と
さ
れ
る
と
見
込

ま
れ
る
者
に
限
る
。

)が
、
当
該
任
用
の
日
か
ら
そ
の
年
の
６
月
３
０
日

ま
で
の
間

(当
該
任
用
の
日
が
４
月
２
日
以
後
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職

員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
用
の
日
か
ら
３
箇
月
間

)継
続
勤
務
し
全
勤
務

日
の
８
割
以
上
出
勤
し
た
場
合

 
当
該
任
用
の
日
の
属
す
る
年
の
７
月

１
日

(当
該
任
用
の
日
が
４
月
２
日
以
後
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に

あ
っ
て
は
、
当
該
任
用
の
日
か
ら
の
継
続
勤
務
が
３
箇
月
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
日

)か
ら
同
年
９
月
３
０
日

(
当
該
任
用
の
日
が
３
月
３
０
日
以

前
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
特
定
日
の
前
日

)ま
で
の

期
間
に
お
い
て
、
特
定
日
に
お
い
て
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ

れ
る
と
見
込
ま
れ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
見
込
ま
れ

る
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
特
定
日
に
お
い
て
週
以
外

の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
会
計
年
度
任

用
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
見
込
ま
れ
る
１
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
５
の
日
数
欄
に
掲
げ
る
日
数

 

２
 
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
当
該
各
号
に
定

め
る
期
間
、
無
給
の
特
別
休
暇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(1
) 
条
例
第
１
４
条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合

 
そ
の
療
養
に
必
要

な
期
間
 

(2
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
６
号
に
掲
げ
る
場
合

 
７
日
の
範
囲
内
に

お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間
 

(3
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
７
号
に
掲
げ
る
場
合

 
１
日
２
回
そ
れ
ぞ
 

(1
) 
条
例
第
１
４
条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合

 
そ
の
療
養
に
必
要

な
期
間
 

(2
) 
会
計
年
度
任
用
職
員

(６
箇
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
又

は
６
箇
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
者

(週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務

日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
４
７
日
以
下
で
あ
る

者
を
除
く
。
)
に
限
る
。
)
が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

(前

号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
) 

一
の
年
度

(
４
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月

３
１
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ

)に
お
い
て
別
表
第
５
の
日
数
欄
に
掲

げ
る
期
間
 

(3
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
３
号
の
場
合

 
妊
娠
６
箇
月

(
１
箇
月
は
２

８
日
と
し
て
計
算
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
ま
で
は
４
週

間
に
１
回
、
妊
娠
７
箇
月
か
ら
９
箇
月
ま
で
は
２
週
間
に
１
回
、
妊
娠
１

０
箇
月
か
ら
出
産
ま
で
は
１
週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
後
ま
で
は
そ
の
間

に
１
回

(医
師
等
の
特
別
な
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
期
間

に
お
い
て
も
、
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数

)と
し
、
１
回
に
つ
き
１
日
の
範

囲
内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
時
間
 

(4
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
５
号
の
場
合

 
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め

又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
１
日
を
通
じ
て
１
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
る
時
間

 

(5
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
６
号
の
場
合

 
７
日
の
範
囲
内
に
お
い
て

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間

 

(6
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
７
号
の
場
合

 
１
日
２
回
そ
れ
ぞ
れ
３
０

分
間

(男
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
子
の
当
該
会
計

年
度
任
用
職
員
以
外
の
親
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
こ
の
号
の
休
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れ
３
０
分
間

(男
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
子
の
当

該
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
親
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
こ
の

号
の
休
暇
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
に
お
け
る
こ
の
号
の
休
暇

(こ
れ
に

相
当
す
る
休
暇
を
含
む
。

)を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
働
基
準
法
第
６
７
条

の
規
定
に
よ
り
同
日
に
お
け
る
育
児
時
間
を
請
求
し
た
場
合
は
、
１
日
２

回
そ
れ
ぞ
れ
３
０
分
か
ら
当
該
承
認
又
は
請
求
に
係
る
各
回
ご
と
の
期

間
を
差
し
引
い
た
期
間
を
越
え
な
い
期
間

) 

(4
) 
対
象
児
童
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

お
い
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

 
一
の

年
度
に
お
い
て
５
日

(そ
の
養
育
す
る
対
象
児
童
が
２
人
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
１
０
日

)の
範
囲
内
の
期
間
 

ア
 
対
象
児
童
の
看
護

(負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
子
の
世
話
を

行
う
こ
と
を
い
う
。

)を
行
う
場
合
 

イ
 
対
象
児
童
の
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
第

２
２
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
世
話
を
行
う
場
合
 

ウ
 
学
校
保
健
安
全
法
第
２
０
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
２
２
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
事

由
に
よ
り
対
象
児
童
の
世
話
を
行
う
場
合
 

エ
 
対
象
児
童
の
教
育
又
は
保
育
に
係
る
行
事
の
う
ち
第
２
２
条
の
３

第
３
項
に
規
定
す
る
も
の
に
参
加
す
る
場
合
 

(5
) 
要
介
護
者

(条
例
第
１
６
条
第

1
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。

)の
介
護
そ
の
他
の
第
２
２
条
の
４
に
規
定
す
る
世
話
を
行

う
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

 
一
の
年
度
に
お
い
て
５
日

(
要
介
護

者
が
２
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
０
日

)の
範
囲
内
の
期
間
 

暇
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
に
お
け
る
こ
の
号
の
休
暇

(こ
れ
に
相
当
す

る
休
暇
を
含
む
。

)を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
働
基
準
法
第
６
７
条
の
規
定

に
よ
り
同
日
に
お
け
る
育
児
時
間
を
請
求
し
た
場
合
は
、
１
日
２
回
そ
れ

ぞ
れ
３
０
分
か
ら
当
該
承
認
又
は
請
求
に
係
る
各
回
ご
と
の
期
間
を
差

し
引
い
た
期
間
を
越
え
な
い
時
間

) 

(7
) 
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)を

養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

(
１
週
間

の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
者
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ

て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
１
年
間
の
勤
務
日
が
１
２
１
日
以
上
で

あ
る
者
で
あ
っ
て
、
６
箇
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
者
に
限
る
。
)が

、

そ
の
子
の
看
護

(
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話

又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
そ

の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

)
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 
一
の
年
度
に
お
い
て
５
日
(
そ
の
養
育
す

る
小
学
校
就
学
前
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
２
人
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
１
０
日

)
の
範
囲
内
の
期
間
 

(8
) 
要
介
護
者

(条
例
第
１
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。

)の
介
護
そ
の
他
の
別
に
定
め
る
世
話
を
行
う
会
計
年
度
任

用
職
員

(１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
者
又
は
週
以
外

の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
１
年
間
の
勤
務
日
が
１

２
１
日
以
上
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
６
箇
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る

者
)が

、
当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ

る
場
合

 
一
の
年
度
に
お
い
て
５
日

(
要
介
護
者
が
２
人
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
１
０
日

)
の
範
囲
内
の
期
間
 

(9
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
２
号
の
場
合
 
３
日
の
範
囲
内
に
お
い
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(6
) 
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
９
号
に
掲
げ
る
場
合
 
そ
の
都
度
必
要

と
認
め
る
場
合
 

３
 
第
１
項
第
２
号
、
第
７
号
及
び
第
８
号
並
び
に
前
項
第
４
号
及
び
第
５
号

の
休
暇

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
特
定
休
暇
と
い
う
。
)の

単
位
は
、
１
日
又

は
１
時
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
１
日
を
単
位
と
す
る
特
定
休
暇
は
、
１
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務

時
間
の
全
て
を
勤
務
し
な
い
と
き
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
前
条
第
４
項
の
規
定
は
、
１
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
特
定
休
暇
を

日
に
換
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

 (会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
暇
の
承
認
等

) 

第
３
８
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
特
別
休
暇

(第
３
５
条
第
１
項
第
３
号
を

除
く
。

)の
承
認
及
び
休
暇
の
請
求
等
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
の

例
に
よ
る
。
 

 別
表
 
［
略
］
 

て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間
 

(1
0)
条
例
第
１
５
条
第
２
項
第
１
９
号
の
場
合
 
そ
の
都
度
必
要
と
認
め

る
期
間
 

３
 
第
１
項
第
１
号
、
第
３
号
及
び
第
４
号
並
び
に
前
項
第
７
号
及
び
第
８
号

の
休
暇

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
休
暇
」
と
い
う
。
)の

単
位
は
、
１

日
又
は
１
時
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
１
日
を
単
位
と
す
る
特
定
休
暇
は
、
１
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務

時
間
の
全
て
を
勤
務
し
な
い
と
き
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
前
条
第
４
項
の
規
定
は
、
１
時
間
を
単
位
し
た
特
定
休
暇
を
日
に
換
算
す

る
場
合
に
お
い
て
準
用
す
る
。

 

(
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
暇
の
承
認
等

) 

第
３
８
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
特
別
休
暇

(第
３
５
条
第
１
項
第
２
号
を

除
く
。

)の
承
認
及
び
休
暇
の
請
求
等
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
の

例
に
よ
る
。
 

 別
表

 
［
略
］
 

   


